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刈 谷 市 清 掃 委 託 事 務 取 扱 要 領                     

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、別に定めるもののほか、刈谷市の清掃委託の施行に関する事務の取

扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)  清 掃 委 託       建物清掃の委託業務をいう。 

(2)  契約担当者  刈谷市契約規則（昭和４０年規則第１０号。以下｢契約規則｣という。）

第２条第１号に規定する契約担当者をいう。 

(3)  契 約 者       契約規則第２条第２号に規定する契約者をいう。 

(4)  各課等の長  刈谷市予算決算会計規則（平成２年規則第４号）第３条第２号に規

定する各課等の長をいう。 

(5)  監 督 職 員       契約規則第２条第３号に規定する職員をいう。 

(6)  検 査 職 員       契約規則第２条第４号に規定する職員をいう。 

(7)  積 算 金 額       消費税及び地方消費税の相当額を含んだものをいう。 

(8)  契 約 金 額       消費税及び地方消費税の相当額を含んだものをいう。 

(9) 長期継続契約 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３及び刈谷市

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成１７

年条例第４３号）に規定する、複数年度にわたる契約をいう。 

(10) 電 子 入 札 あいち電子調達共同システム（物品等）を利用して行う入札・開札

等の手続をいう。 

（契約検査課の事務） 

第３条 契約検査課の行う事務は、積算金額が５０万円を超える清掃委託の契約に関する

ものとする。 

 

第２章 積算書の作成 

（積算書の作成） 

第４条 各課等の長は、清掃委託を施行しようとするときは、委託業務積算書（様式第１

号）を作成するものとする。 

（委託業務の施行） 

第５条 委託業務を施行するときは、刈谷市決裁規程（昭和３７年訓令第１号。以下「決

裁規程」という。）の規定により決裁を受けるものとする。 
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第３章 契約の締結 

（委託業務の入札執行依頼） 

第６条 各課等の長は、積算金額が５０万円を超える清掃委託の入札又は見積書の徴収を

依頼するときは、委託業務入札執行依頼書（様式第２号）に施行伺書等関係書類を添え

て、契約検査課長に提出するものとする。 

２ 随意契約を希望する場合は、委託業務入札執行依頼書に随意契約理由書（様式第３号）

を作成し、添付するものとする。 

（契約方法及び入札者等の決定） 

第７条 清掃委託の契約方法並びに一般競争入札の入札参加資格要件及び落札者、指名競

争入札の入札者並びに随意契約における見積者は、刈谷市業者選定審査会の選定及び資

格の確認に基づき契約担当者が決定するものとする。 

２ 一般競争入札に参加する者は、次の各号に掲げる資格要件を備えなければならない。 

(1)   刈谷市入札参加資格者名簿に登載されている者で、入札参加申込のあった日から落札

決定の日までの間、刈谷市において入札参加資格を一定期間停止され、又はそれに準じ

る措置を受けていないこと。 

(2)   入札参加申込のあった日から落札決定の日までの間、刈谷市において「刈谷市が行う

調達契約等からの暴力団の排除に関する事務取扱要綱（平成２０年４月１日施行）」第４

条第１項に規定する排除措置を受けていないこと。 

(3)   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４

の規定に該当しない者であること。 

(4)   会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申立

をしていない者又は申立をなされていない者であること。ただし、同法に基づく更正手

続開始の決定を受けた者で、入札参加資格の再度の入札参加資格確認の申請を行い、認

定を受けた者については、更正手続開始の申立をしなかった者又は申立をなされなかっ

た者とみなす。 

(5)   民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立

をしていない者又は申立をなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手

続開始の決定を受けた者で、入札参加資格の再度の入札参加資格審査の申請を行い、認

定を受けた者については、再生手続開始の申立をしなかった者又は申立をなされなかっ

た者とみなす。 

(6)   その他特に必要と認める事項 

３ 積算金額が５０万円を超えない委託業務（以下「小額委託」という。）の契約方法は、

政令第１６７条の２第１項第１号の規定により随意契約とし、見積者は各課等の長が入

札参加資格者名簿に登録された業者のうちから選定し、決裁を受けるものとする。 

４ 政令第１６７条の２第１項第２号から第９号までの規定による随意契約については、

随意契約理由書を添付するものとする。 
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第７条の２ 前条の規定による一般競争入札は、原則として電子入札により行うものとす

る。 

２ 電子入札は、刈谷市物品等電子入札取扱要領（平成２１年１月１３日施行）に基づいて行

うものとする。 

（指名等の通知） 

第８条 指名競争入札の通知は、指名競争入札通知書（様式第４号）により、随意契約の

見積書徴収の通知は、見積書徴収通知書（様式第５号）により契約担当者が行うものと

する。 

２ 前項の規定により通知するときは、その提出日時の前日から起算して少なくとも７日

前までに通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間

を３日前までに短縮することができる。 

３ 災害等やむを得ない場合は、期間を設けなくてもよいものとし、指名競争入札通知書及び

見積書徴収通知書を省略できるものとする。 

（入札内容等の公表） 

第９条 前条第１項の規定により指名競争入札通知書を交付したときは、入札内容等を次

により速やかに公表するものとする。 

(1)  公表の内容は、委託業務名、施設等の名称、委託業務場所、入札日時、入札場所及

び予定価格とする。 

(2)  公表は、指名競争入札通知書（様式第４号）によるものとする。 

(3)  公表の期間は、入札執行日までとする。 

(4)  公表の方法は、閲覧によるものとし、閲覧の場所は、総務部契約検査課とする。 

（入札の辞退） 

第１０条 入札執行の完了に至るまでに入札辞退があったときは、当該辞退者からその旨

を明記した書面を徴するものとする。この場合において、入札参加者の追加指名は行わ

ないものとする。 

（予定価格の決定） 

第１１条 予定価格を定めるときは、消費税及び地方消費税の相当額（以下「消費税額」

という。）を含んだ総額で定めるものとする。 

２ 予定価格を定めたときは、予定価格書（様式第８号）を作成するものとし、予定価格

とともに入札書比較価格（予定価格の１１０分の１００の価格をいい、見積書を徴収す

る場合は見積書比較価格。以下同じ。）を併記するものとする。 

３ 予定価格の決定者（支出負担行為等の決裁区分による決裁権者）は、予定価格を決定

し、直ちに私印を予定価格書等の所要箇所に押印し、封かんした後、契約検査課長に開

札の時刻まで保管させるものとする。 

なお、決定者が各課等の長の場合は、自ら保管するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、予定価格を事前に公表する場合は、予定価格書の封かんを
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省略することができる。 

（入札等の執行） 

第１２条 入札は、刈谷市工事関係入札心得書（昭和５４年４月１日施行）及び郵便によ

る入札を行う際は刈谷市郵便入札心得書（令和３年４月１日施行。以下、総称して「入

札心得書」という。）の規定を準用して行うものとし、入札執行場所の見やすいところ

に入札心得書、刈谷市清掃委託業務契約条項（平成９年４月１日施行）を掲示するもの

とする。 

２ 落札決定は、入札書比較価格における予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を入札

書に記載した者を落札者とし、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０

を加算した額を落札額とする。 

３ 再度入札は、２回とする。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、行わないもの

とする。 

４ 入札執行に際しては、各回とも最低入札書記載金額のみ読み上げるものとする。 

なお、落札したときは、落札業者名及び落札額（最低入札書記載金額に１０パーセン

トを加算した額をいう。）を読み上げるものとする。 

５ 入札の経過は、入札執行調書（様式第９号）により記録するものとする。 

６ 見積書の徴収は、第１項及び第２項の規定を準用し、見積執行調書（様式第１０号）

により記録するものとする。 

（入札結果等の公表） 

第１３条 第９条の規定により公表した委託業務については、入札事務の整理後、入札結

果等を次により速やかに公表するものとする。 

(1)  公表の内容は、第９条第１号に規定する事項のほか、入札経緯を含めた全入札者名、

入札書記載金額及び落札金額とする。この場合において、入札辞退者名についても公

表するものとする。 

(2)  公表は、入札執行調書の写しによるものとする。 

(3)  入札不調のときは、入札執行調書の落札業者名欄に「不調」と表示する。 

(4)  公表の期間は、指名競争入札通知書により通知をした日の属する年度及び翌年度ま

での間とする。 

(5)  公表の方法は、閲覧によるもののほか、刈谷市ホームページへの掲載の方法による。 

２ 随意契約の見積書徴収（小額委託を除く。）については、その結果を見積執行調書の写

しにより公表するものとする。この場合において、公表は、前項と同様の方法により行

う。 

３ 電子入札に付した清掃委託に係る入札結果等の公表については、刈谷市物品等電子入

札取扱要領（平成２１年１月１３日施行）第２９条の規定による。 

（入札により契約できないときの契約） 

第１４条 入札に付し入札者がないとき、若しくは再度入札に付し落札者がないとき、又
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は落札者が契約を締結しない場合は、新たに所定の指名審査又は資格審査の手続きを行

うものとする。ただし、入札執行回数限度内において落札者がなく、入札書比較価格と

最低入札書記載金額との差が小額、又はやむを得ない事情で指名替えを行うことができ

ない場合は、随意契約ができるものとする。 

（入札等の結果通知） 

第１５条 契約検査課長は、入札を執行したときは、入札の経過と結果を委託業務入札結

果通知書（様式第１１号）により各課等の長に通知するものとする。 

 なお、見積書を徴収した場合も同様とする。 

（契約の締結） 

第１６条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに支出負担行為

決議書（以下「決議書」という。）により決議した後、委託業務契約締結依頼書（様式

第１２号）に関係書類を添えて、契約検査課長に提出するものとする。 

２ 契約検査課長は、前２項の規定による依頼を受けたときは、速やかに委託業務契約書

（様式第１３号）により契約締結の事務を行い、委託業務契約締結通知書（様式第１４

号）に関係書類を添えて、各課等の長に通知するものとする。 

３ 前項に規定する以外の契約は、決議書により決議した後、各課等の長が速やかに委託

業務契約書又は請書（委託業務）（様式第１５号）により契約締結の事務を行うものと

する。 

（長期継続契約） 

第１６条の２ 長期継続契約を締結する場合は、次の点に留意すること。 

(1)  施行伺いには、長期継続契約であることを明記のうえ、履行期間全体の総額及び

各年度毎の年度割額を記載する。 

(2)  予定価格は、原則として履行期間全体の総額とする。 

(3)  指名競争入札通知書、見積書徴収通知書及び委託業務契約書には、履行全期間を

記載のうえ、「地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約である。」こと及び

特記事項として「翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額に減額又は削除が

あった場合は、本契約を解除する。」旨を明記する。 

なお、契約書には、上記以外に全体の総額及び各年度毎の年度割額も記載するこ

と。 

(4)  長期継続契約をしようとするときは、財務課長に合議しなければならない。 

 

第４章 委託業務の施行 

（監督職員の任命） 

第１７条 契約担当者は、委託業務ごとに契約締結後速やかに監督職員を任命するものと

する。ただし、契約担当者が監督職員を置く必要がないと認めるときは、監督職員を置

かないことができるものとする。 
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２ 前項の任命は、決議書の備考欄を使用し、「監督職員○○○○」と記入して決裁受ける

方法による。 

３ 監督職員を変更するときは、前項の規定を準用するものとする。 

（監督の方法） 

第１８条 監督職員は、施設の状況を把握し、法令、規則、委託業務契約書、刈谷市清掃

委託業務契約条項、設計図書その他関係書類に基づき厳正、公平、潔白かつ能率的に職

務を遂行するよう努めるものとする。 

２ 監督の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)  監督職員は、清掃委託の施行に先立ち、契約者に清掃委託全般にわたる説明、注

意及び指示をし、意見を調整しておくものとする。 

(2)  監督職員は、次条の規定により契約者から提出された委託業務届出書等を検討し、

必要な指示等を行うものとする。 

(3)  監督職員は、清掃委託の進捗状況に留意し、契約者が常に適切な工程管理を行う

よう指示するとともに、必要に応じ清掃委託の進捗状況について、各課等の長に報告

するものとする。 

（委託業務届出書） 

第１９条 契約者は、契約締結後速やかに委託業務届出書（様式第１７号）を契約担当者

に提出するものとする。 

（契約者の申出による契約期間の延長） 

第２０条 契約者は、契約期間の延長を申出るときは、契約期間延長申出書（様式第１８

号）を契約担当者に提出するものとする。 

２ 契約担当者は、前項の申出を承認するときは、契約期間延長承認通知書（様式第１９

号）により、契約者に通知するとともに期間延長前の履行期日において既済部分検査を

行うものとする。 

３ 各課等の長は、前項の規定による承認があったときは、契約期間延長通知書（様式第

２０号）に契約期間延長申出書の写し及び契約期間延長承認通知書の写しを添えて、契

約検査課長に通知するものとする。 

（違約金の徴収） 

第２１条 契約担当者は、前条の契約期間の延長が契約者の責によるものであるときは、

遅延日数に応じて、契約金額から期間延長前の履行期日において検査した既済部分に相

当する額を差し引いた額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第

２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違

約金を徴収するものとする。 

（契約者の申出によらない契約期間の延長） 

第２２条 契約担当者は、委託業務の施行上、契約期間延長の必要があるときは、契約期

間延長協議書（様式第２１号）により契約者と協議し、契約者から契約期間延長承諾書
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（様式第２２号）を徴するものとする。 

２ 各課等の長は、前項の契約期間延長承諾書を受理したときは、契約期間延長通知書に

契約期間の延長について（伺い）の写し、契約期間延長協議書の写し及び契約期間延長

承諾書の写しを添えて、契約検査課長に通知するものとする。 

（契約内容の変更） 

第２３条 各課等の長は、第４条の規定により作成した委託業務積算書に基づく委託業務

の内容を変更しようとするときは、工事設計変更事務取扱要領（平成２年４月１日施行）

の規定を準用し、これに基づき委託業務変更積算書（様式第２３号）を作成し、委託業

務の変更施行について、その作成した委託業務変更積算書を添えて、決裁規程の規定に

より決裁を受けるものとする。 

２ 各課等の長は、前項の決裁を受けたときは、速やかに決議書により決議した後、委託

業務変更契約締結依頼書（様式第２４号）に関係書類を添えて、契約検査課長に依頼す

るものとする。ただし、小額委託については、決議書により決議した後、各課等の長が

速やかに委託業務変更契約書（様式第２５号）又は変更請書（委託業務）（様式第２６

号）により変更契約締結の事務を行うものとする。 

３ 契約検査課長は、前項本文の規定による依頼を受けたときは、速やかに委託業務変更

契約書により変更契約締結の事務を行い、委託業務変更契約締結通知書（様式第２７号）

に関係書類を添えて、各課等の長に通知するものとする。 

（委託業務の下請負） 

第２４条 契約者は、請け負った委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせよう

とするときは、委託業務下請負届（様式第２８号）を契約担当者に提出するものとする。 

（委託業務の一時中止） 

第２５条 契約担当者は、委託業務の一時中止をする必要があるときは、その時点で既済

部分検査を行うものとする。 

２ 契約担当者は、委託業務を一時中止するときは、委託業務一時中止決定書（様式第２

９号）により契約者に通知するものとする。 

（契約の解除） 

第２６条 契約担当者は、契約を解除する必要があるときは、契約解除通知書（様式第３

０号）により契約者に通知するものとする。 

２ 契約担当者は、契約解除に伴う精算をするときは、既済部分検査を行った上、既済部

分相当額から部分払金を控除した精算額を確定し、契約解除精算通知書（様式第３１号）

により契約者に通知するものとする。 

（権利義務の譲渡） 

第２７条 契約者は、権利義務の譲渡又は承継を申出るときは、委託業務譲渡（承継）承

諾申出書（様式第３２号）を契約担当者に提出するものとする。 

２ 契約担当者は、前項の申出を承諾するときは、委託業務譲渡（承継）承諾書（様式第



8 

３３号）により契約担当者及び譲受（承継）人に通知するものとする。 

（名称等変更届） 

第２８条 契約者は、名称若しくは組織又は住所の変更があったときは、名称等変更届（様

式第３４号）を速やかに契約担当者に提出するものとし、届出日から新たな名称等を使

用するものとする。 

（損害賠償） 

第２９条 契約担当者は、委託業務の一時中止、契約の解除その他の理由により、契約者

から損害賠償の請求があったときは、意見を付して市長に報告し、その指示を受けるも

のとする。 

 

第５章 委託業務の完了 

（委託業務の完了届） 

第３０条 契約者は、委託業務が完了したときは、完了届（様式第３５号）を直ちに契約

担当者に提出するものとする。ただし、１月の委託業務が完了するごとに部分払いする

委託業務については、一部完了届（様式第３６号）を直ちに契約担当者に提出するもの

とする。 

（検査職員の任命） 

第３１条 契約担当者は、委託業務ごとに契約締結後、各課等の長又は施設長を検査職員

として任命するものとする。 

２ 第１項の規定にかかわらず、小額委託における検査職員は、係長以上の職員から任命

できるものとする。 

３ 前項の任命は、完了届の余白欄を使用し、「検査職員に○○○○を任命してよろしい

か。」と記入して、決裁を受ける方法による。 

４ 検査職員は、必要に応じ検査補助員を置くことができる。 

（検査職員及び検査補助員の職務） 

第３２条 検査職員は、完了検査、一部完了検査、既済部分検査等の検査を行うものとす

る。 

２ 検査補助員は、前項に規定する検査職員の職務を代行することができる。 

（検査の立会い） 

第３３条 検査職員は、前条の検査を行う場合は、契約者の立会いのもとに行わなければ

ならない。 

（検査の時期） 

第３４条 完了検査及び第３０条ただし書の規定による一部完了検査は、完了届又は一部

完了届を受理した日から１０日以内に行うものとする。 

（検査の方法） 

第３５条 検査職員は、契約書、仕様書、積算書又はその他関係書類に基づき検査を行わ
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なければならない。 

２ 検査職員は、前項の規定に基づく検査に合格しないと認めるときは、契約者に必要な

措置を履行させ、再検査を行うものとする。 

３ 検査職員は、前項の規定に基づく再検査の結果、契約の目的を達成できないと認める

ときは、契約解除等必要な手続きを行うものとする。 

（検査の報告） 

第３６条 検査職員は、委託業務の完了検査及び一部完了検査を行ったときは、完了検査

調書（様式第３８号）又は一部完了検査調書（様式第３９号）により契約担当者に直ち

に報告するものとする。 

 

第６章 契約代金の支払 

（契約代金の支払） 

第３７条 契約代金の支払いは、部分払いにあっては、請求書（様式第４０号）及び一部

完了検査調書により、完了払いにあっては、請求書及び完了検査調書又は修補正完了検

査調書により、当該請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

第７章 雑則 

（資格停止） 

第３８条 資格停止については、刈谷市入札参加資格停止要領（平成６年７月１２日施行）

の例による。 

 

附 則 

 この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

（刈谷市清掃委託に関する事務取扱要領の運用の廃止） 

２ 刈谷市清掃委託に関する事務取扱要領の運用（平成９年４月１日施行）は廃止する。 

（刈谷市建物清掃委託監督要領の廃止） 

３ 刈谷市建物清掃委託監督要領（平成９年４月１日施行）は廃止する。 

附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３１年３月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市清掃委託事務取扱要領第１１条の規定は、この要領の施行の日以降に

契約する建物清掃の委託業務から適用し、同日前に契約した建物清掃の委託業務につい

ては、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市清掃委託事務取扱要領の規定は、この要領の施行の日以後に契約する

建物清掃の委託業務について適用し、同日前に契約した建物清掃の委託業務については、

なお従前の例による。 

 


